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１． 高齢者の社会参加の必需品、補聴器購入に助成を 

 
 

 質問事項  
 

の 要 旨 
    
 

加齢性難聴による生活の質の低下や地域での孤立などの問

題を背景に多くの自治体では加齢性難聴の高齢者に対する補

聴器購入費用への補助を実施しています。2025 年 2 月末時点

で補聴器補助を実施している自治体は東京都と 383 市区町村

に広がり 47 都道府県中 41 都道府県で実施されています。 

WHO世界保健機関は補聴器の装着基準を中等度の 41デシベ

ル以上としこの基準については放っておくと聴力が更に低下

し認識できない音が増えていく。この段階で補聴器を付ける

ことが音の認識が保てるとされ、非常に意味がある基準にな

っています。欧州諸国は補聴器装着を「医療のカテゴリー」

で対応しているが、日本は「障害のカテゴリー」で扱われて

おり、障害者総合支援法に基づく制度の対象は障害者手帳交

付され耳の聴力レベルが 70 デシベル以上で 40 ㎝以上離れる

と「会話が聞き取れない」という相当重度・高度の難聴に限

定されたものです。中軽度の難聴に対して医療の対象として

捉えることが重要です。難聴に早く対応することは認知症や

うつ病などへの進行を防ぐという意味で医療費を抑える効果

があります。2015 年の厚労省認知症施策推進総合戦略(新オ

レンジプラン)においても難聴は認知症の危険因子とされて

います。 

今年度からは「介護保険保険者努力支援交付金」評価指標

の中に「難聴高齢者の早期発見・早期介入にかかる取り組み

を行っているか」という項目が追加されました。時代の要請

である補聴器助成を本町においても実施されたい。 

 

度 
 

（ 

具  

体  

的  

に  

記  

載  
願  
い  

ま  

す 

） 

 

出席を要求 
する理事者 

    
平井町長 担当部長 

 

氏 名   幡野 美智子   
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